子ども支援学研究会2012
いま求められる“子どもにやさしいまち（Ｃｈｉｌｄ Ｆｒｉｅｎｄｌｙ Ｃｉｔｙ）”
―アジア・韓国・関西のローカルの取り組みから展望する―
子どもオンブズパーソン研究会　　
子どもの権利条約総合研究所　　　　　　　
社団法人子ども情報研究センター
　子どもの権利条約に基づいて具体的に子どもの権利を生かしていくまち ―― それがユニセフの提起する「子どもにやさしいまち(Child Friendly City)」です。
本研究会は前回に引き続き、このテーマを深めていきます。前回は国連子どもの権利委員会の３回目の対日総括所見(2010.6)を検討するなかから「子どもにやさしいまち」を考えてきました。
これらを踏まえ今回は、とくにローカルの取り組みに目を向けて、アジア・韓国・関西それぞれにおける「子どもにやさしいまちづくり」の動向を報告します。
「9.11」そして「3.11」をめぐるグローバルの動きの中で、子どもの権利条約という国際基準に基づく、ローカルそれぞれの取り組みを改めて受け止めなおし、標記のテーマをめぐる研究討議を深めていきたいと考えています。
	□日　時　2012年2月18日(土)　午後1時30分～5時（受付1時～）
□会　場　HRCビル４階　第1研修室（裏面地図参照　＊これまでと会場が変わっています）
□内　容（予定）　

 本研究会の意義　 瀬戸則夫 (子どもオンブズパーソン研究会代表・弁護士)
 報告①：「子どもにふさわしい世界の創造― 危機的状況下における子どもの権利の実現 ―」
(第2回アジア子どもの権利フォーラム2011日本大会からの報告)
報告者　荒牧重人(山梨学院大学法科大学院)
報告②：「韓国における生徒人権条例の制定と体罰禁止の法制化
― 2002年体罰禁止勧告からの10年 ―」(韓国での聞き取り調査から) 
報告者 吉永省三(千里金蘭大学)

報告③：「関西における子どもの権利条例の試み ― 最近の動向から ―」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 田中文子(子ども情報研究センター)

参加者による意見交換と交流 　　          コーディネーター  浜田進士（関西学院大学)
 本研究会小括　 田中文子 (子ども情報研究センター所長)
□参加費　５００円
□申込み　裏面申込書に記入の上、子ども情報研究センターまでFAXまたはメールで。　


本研究会に関するお問い合わせ等は☞ 子ども情報研究センター
TEL06-4708-7087　FAX06-4394-8501　E-mail：info@kojoken.jp
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HRCビル　大阪市港区波除4－1－37　　
ＪＲ環状線「弁天町」駅北口から徒歩8分／地下鉄中央線「弁天町」駅4番出口から徒歩10分

ＦＡＸ　０６－４３９４－８５０１
社団法人子ども情報研究センターとは――


会員の参画により、子どもの権利擁護の実現をめざして、子ども専用電話、子育て家庭の電話相談・面談相談、機関誌『はらっぱ』の発行など、様々な活動をしています。子どもの人権に思いをよせる方ならどなたでも会員になっていただけます。
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